
○高浜市史誌編さん委員会規則 

昭和４９年７月１日 

規則第２４号 

(設置) 

第１条 高浜市史誌編さん及びこれに関する事業を行うため、高浜市史誌編さん委員会(以下「委員会」と 

いう。)を設置する。 

(組織) 

第２条 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、高浜市の職員及び学識経験を有する者の中から、市長が任命又は委嘱する。 

   (平１１規則２３・一部改正) 

 (委員長及び副委員長) 

第３条 委員会に委員長１人、副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選による。 

 (委員長及び副委員長の職務) 

第４条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 (任期) 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

   (平１１規則２３・一部改正) 

 (会議) 

第６条 委員会の会議は、必要のつど委員長が招集する。 

 (庶務) 

第７条 委員会の庶務は、こども未来部文化スポーツグループにおいて処理する。 

     (平５規則９・平１４規則２・平１８規則１２・平２０規則９・平２１規則４６・一部改正) 

(委任) 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。 

  附則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

  附則(昭和５１年規則第１９号) 

 この規則は、公布の日から施行し、昭和５１年４月１日から適用する。 

附則(昭和５３年規則第１６号) 

 この規則は、公布の日から施行し、昭和５３年４月１日から適用する。 

附則(平成５年規則第９号) 

 この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

附則(平成１１年規則第２３号) 

 この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

附則(平成１４年規則第２号) 

 この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

附則(平成１８年規則第１２号) 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附則(平成２０年規則第９号) 

資料２資料２資料２資料２    



 この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附則(平成２１年規則第４６号) 

 この規則は、平成２２年１月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


